
証券コード　1736
平成30年６月８日

株 主 各 位

東 京 都 江 東 区 東 陽 二 丁 目 ４ 番 ２号

株 式 会 社 　 オ ー テ ッ ク

代表取締役社長 市 原 伸 一

第70回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当社第70回定時株主総会を下記により開催いたしますので、
ご出席くださいますようご通知申し上げます。
　なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ
ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権
行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成30年６月26日（火曜日）
営業時間終了の時（午後５時30分）までに到着するようご返送いただきたくお願
い申し上げます。

敬　具
記

１．日 時 平成30年６月27日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都江東区東陽六丁目３番３号

ホテル　イースト21東京　３階　永代の間
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

３．目 的 事 項
報 告 事 項 １．第70期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）

　　　事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委
員会の連結計算書類監査結果報告の件

２．第70期（平成29年４月１日から平成30年３月31日まで）
　　　計算書類報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第４号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第５号議案 役員賞与支給の件

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出
くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類の記載事項を修
正する必要が生じた場合には、修正後の事項をインターネット上の当社のウェ
ブサイト（http://www.o-tec.co.jp）に掲載させていただきます。
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（提供書面）

事　 業　 報　 告

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

１．企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

全般的概況

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益や雇用環境の改善に伴

い、景気は緩やかな回復基調となりましたが、海外の不安定な政治動向や

地政学的リスクの高まりが懸念される等、先行き不透明な状況で推移いた

しました。

当社グループの事業に関連する建設業界は、都市部の再開発事業や東京

五輪関連工事、工場設備投資の増加から建設需要は堅調に推移いたしまし

たが、建設資材価格の競争や技能労働者不足に課題がみられる等、厳しい

経営環境が続いております。

このような経済環境下にありまして、当社グループは、社員教育による

提案力の強化と施工能力の向上を図り、利益確保に重点を置いた活動に努

めてまいりました。

管工機材販売事業につきましては、衛生陶器及び住設機器類の販売展開

を強化し、売上増加に努めてまいりました。

工事事業につきましては、再開発案件など新設工事の獲得とともに、提

案営業による既設工事の確保に努めてまいりました。

環境機器販売事業につきましては、各事業と連携した営業展開、販売品

目の拡充に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は225億７百万円（前連結会計年度比

6.3％減）となりました。また、利益につきましては、原価管理の徹底によ

る売上総利益の増加により、営業利益は16億44百万円（同5.0％増）、経常

利益は17億54百万円（同6.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益は10

億44百万円（同2.7％減）となりました。
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事業区分別概況

事業区分別の内訳につきましては、次のとおりであります。
（単位：百万円）

事 業 区 分 別

第 69 期
（前連結会計年度）

第 70 期
（当連結会計年度） 増減率

売上高 構成比 売上高 構成比

管 工 機 材 販 売 事 業 10,522 43.8％ 10,408 46.2％ △1.1％

工 事 事 業 13,049 54.3 11,700 52.0 △10.3

環 境 機 器 販 売 事 業 454 1.9 398 1.8 △12.2

合 計 24,026 100.0 22,507 100.0 △6.3

イ．管工機材販売事業

管工機材販売事業の主要な商品は、鋼管、継手、バルブ、衛生陶器及

び住設機器類であります。

当連結会計年度は、首都圏の販売が伸び悩んだことにより、前連結会

計年度比1.1％の減収となりました。

ロ．工事事業

工事事業の主要な工事は、新設及び既設建物に対する計装工事、電気

工事及びメンテナンス（保守）工事であります。

当連結会計年度は、新設工事の売上高が減少したことにより、前連結

会計年度比10.3％の減収となりました。

ハ．環境機器販売事業

環境機器販売事業の主要な商品は、小型貫流蒸気ボイラ、ＲＩ水分密

度測定器、水処理装置及び環境関連機器類であります。

当連結会計年度は、ＲＩ水分密度測定器の販売が減少したことにより、

前連結会計年度比12.2％の減収となりました。

②　設備投資の状況

当連結会計年度における主要設備の新設、除却等はありません。

③　資金調達の状況

当連結会計年度において、新株式発行、社債発行及び重要な長期借入れ

による資金調達はありません。
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(2) 直前３連結会計年度の財産及び損益の状況

区 分
第 67 期

(平成27年３月期)
第 68 期

(平成28年３月期)
第 69 期

(平成29年３月期)

第 70 期
(平成30年３月期)
(当連結会計年度)

売 上 高（ 百 万 円 ） 20,994 23,454 24,026 22,507

営 業 利 益（ 百 万 円 ） 1,116 1,491 1,566 1,644

経 常 利 益（ 百 万 円 ） 1,167 1,558 1,650 1,754

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 （ 百 万 円 ）

690 977 1,074 1,044

１株当たり当期純利益（円） 134.19 189.75 205.57 199.04

総 資 産（ 百 万 円 ） 19,673 21,240 21,654 23,481

純 資 産（ 百 万 円 ） 10,530 11,376 12,485 13,519

１株当たり純資産額(円） 2,012.76 2,172.83 2,336.71 2,525.16

（注）１．１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額は、表示単位未満の端数を四捨五入し

て表示しております。

２．１株当たり当期純利益は自己株式数控除後の期中平均株式数に基づき、１株当たり純

資産額は自己株式数控除後の期末発行済株式数に基づき、それぞれ算出しております。

なお、自己株式数には、日本マスタートラスト信託銀行株式会社（株式付与ＥＳＯＰ

信託口・75646口）保有の当社株式を含めております。また、当該信託は平成28年９月

に終了しております。

(3) 重要な子会社等の状況

①　重要な子会社の状況

会 社 名 資 本 金 議 決 権 比 率 主 要 な 事 業 内 容

株式会社道東オーテック 27百万円 54.0％
管工機材・機器類の販売及
び自動制御計装工事

株式会社オーテック環境 26百万円 100.0％
産業機械の販売及び計測機
器の製造・販売

②　その他

その他の関係会社の状況

会 社 名 資 本 金 議決権被所有比率

Ｊ Ｆ Ｅ 継 手 株 式 会 社 958百万円 19.8％

（注）ＪＦＥ継手株式会社は、所有している当社の株式1,046千株のうち1,005千株を株式会社り

そな銀行に退職給付信託として拠出しており、株式会社りそな銀行は、日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社に再信託しております。信託契約上、議決権の行使については、

ＪＦＥ継手株式会社が指図権を留保しております。

－ 4 －



(4) 対処すべき課題

今後の経済の見通しにつきましては、雇用及び所得環境が改善するなかで、

緩やかな回復基調は続くものと期待されますが、海外経済や金融市場の動向

から景気の下押し懸念が残る状況です。

当社グループの事業に関連する建設業界では、都市部の再開発や製造業の

生産効率化に向けた投資が底堅く推移する見込みですが、東京五輪に関連し

た設備投資が最盛期を迎えることから、今後は改修工事など既設市場の拡充

に取り組む必要があります。

このような状況のもとで、当社グループといたしましては、物件が豊富な

首都圏の売上獲得を図るとともに、利益を重視した販売展開に努めてまいり

ます。

管工機材販売事業におきましては、衛生陶器及び住設機器類の取扱いを増

やすことで、首都圏の売上増加と利益改善に努めてまいります。

工事事業におきましては、保守工事の受注につながる工事案件の獲得、改

修工事の提案営業に努めてまいります。

環境機器販売事業におきましては、工場設備の省エネ提案、取扱商品の拡

充に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援、ご鞭撻を賜り

ますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成30年３月31日現在）

事 業 区 分 主 要 製 品

管工機材販売事業 鋼管、継手、バルブ、衛生陶器、住設機器類

工 事 事 業 計装工事、電気工事、メンテナンス工事、空調自動制御機器

環境機器販売事業
小型貫流蒸気ボイラ、ＲＩ水分密度測定器、水処理装置、
環境関連機器類

－ 5 －



(6) 企業集団の主要な拠点等（平成30年３月31日現在）

当　社

本社 東京都江東区

管材事業部門

札幌支店 北海道札幌市

仙台支店 宮城県仙台市

東京支店 東京都江戸川区

名古屋支店 愛知県名古屋市

大阪支店 大阪府大阪市

システム事業部門

北海道支店 北海道札幌市

東北支店 宮城県仙台市

北関東支店 群馬県高崎市

東関東支店 茨城県つくば市

東京支店 東京都江東区

横浜支店 神奈川県横浜市

中部支店 愛知県名古屋市

環境機器事業部門

環境機器事業本部 東京都江東区

子会社

フルノ電気工業株式会社 北海道留萌市

株式会社道東オーテック 北海道帯広市

株式会社オーテックサービス北海道 北海道札幌市

株式会社三雄商会 北海道苫小牧市

株式会社オーテックサービス東北 宮城県仙台市

株式会社オーテックサービス北関東 群馬県高崎市

株式会社オーテック環境 東京都江東区

株式会社九州オーテック 福岡県福岡市
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(7) 従業員の状況（平成30年３月31日現在）

①　企業集団の従業員の状況

従 業 員 数 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減

443名 13名増

（注）従業員数は就業人員（嘱託を含み、常用パートを除いております。）であり、臨時雇用者

数（常用パートを含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。）の総数は、従

業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

②　当社の従業員の状況

従 業 員 数 前事業年度末比増減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

393名 10名増 40.6歳 15.8年

（注）従業員数は就業人員（嘱託を含み、常用パートを除いております。）であり、臨時雇用者

数（常用パートを含み、人材派遣会社からの派遣社員は除いております。）の総数は、従

業員数の100分の10未満であるため記載を省略しております。

(8) 主要な借入先及び借入額（平成30年３月31日現在）

借 入 先 借 入 額

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 350百万円

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 250

株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 110

株 式 会 社 群 馬 銀 行 100

（注）１．企業集団の主要な借入先として、当社の主要な借入先の状況を記載しております。

２．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号

変更しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。
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２．会社の現況

(1) 株式の状況（平成30年３月31日現在）

①　発行可能株式総数 16,000千株

②　発行済株式の総数 5,700千株

③　株主数 945名

④　大株主（上位10名）

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（りそな銀行再信託分・ＪＦＥ継手株式会社
退 職 給 付 信 託 口 ）

1,005千株 19.05％

ＳＴＡＴＥ ＳＴＲＥＥＴ ＢＡＮＫ ＡＮＤ 
ＴＲＵＳＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ５０５２２４

420 7.96

オ ー テ ッ ク 従 業 員 持 株 会 418 7.93

ア ズ ビ ル 株 式 会 社 250 4.73

オ ー テ ッ ク 共 栄 会 225 4.27

株 式 会 社 Ｆ Ｍ バ ル ブ 製 作 所 142 2.69

株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 135 2.55

ＢＢＨ ＦＯＲ ＦＩＤＥＬＩＴＹ ＬＯＷ－
Ｐ Ｒ Ｉ Ｃ Ｅ Ｄ  Ｓ Ｔ Ｏ Ｃ Ｋ  Ｆ Ｕ Ｎ Ｄ

125 2.37

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 120 2.27

株 式 会 社 大 和 バ ル ブ 120 2.27

（注) １．当社は自己株式を425千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算し、表示単位未満の端数を切り捨てて表示してお

ります。

３．日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（りそな銀行再信託分・ＪＦＥ継手株式

会社退職給付信託口）は、ＪＦＥ継手株式会社が所有する持株数1,046千株のうち、

1,005千株を株式会社りそな銀行へ委託した信託財産であります。信託契約上、議決権

の行使については、ＪＦＥ継手株式会社が指図権を留保しております。

４．株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行は、平成30年４月１日に株式会社三菱ＵＦＪ銀行に商号

変更しております。
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(2) 会社役員の状況

①　取締役の状況（平成30年３月31日現在）

会社における地位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

取 締 役 会 長 神 　 馬 　 貢 一 郎

代 表 取 締 役 社 長 市 原 伸 一

常 務 取 締 役 曳 沼 宏 之 管材事業本部・システム事業本部統括

取 締 役 横 堀 純 一
シ ス テ ム 事 業 本 部 長
兼 環 境 機 器 事 業 本 部 長

取 締 役 北 川 秀 法 管 材 事 業 本 部 長 兼 営 業 推 進 部 長

取締役（常勤監査等委員） 福 味 純 一

取締役（監査等委員） 川 田 譲 二 川 田 譲 二 公 認 会 計 士 事 務 所 代 表

取締役（監査等委員） 田 中 正 和
齋 藤 正 和 法 律 事 務 所 代 表
エコナックホールディングス株式会社社外取締役
伊豆シャボテンリゾート株式会社社外取締役

取締役（監査等委員） 熊 木 　 登
公 益 財 団 法 人 日 本 生 産 性 本 部
主 席 経 営 コ ン サ ル タ ン ト

（注）１．取締役（監査等委員）福味純一、川田譲二、田中正和及び熊木登の４氏は社外取締役

であります。

２．取締役（監査等委員）川田譲二氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計

に関する相当程度の知見を有しております。

３．取締役（監査等委員）田中正和氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する

相当程度の知見を有しております。

４．情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、

監査・監督機能を強化するために、福味純一氏を常勤の監査等委員として選定してお

ります。

５．当社は、取締役（監査等委員）川田譲二、田中正和及び熊木登の３氏を東京証券取引

所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

６．事業年度中の取締役の地位・担当の異動は以下のとおりです。

氏　　名 新 旧 異動年月日

神　馬　貢一郎 取締役会長 代表取締役社長 平成29年６月27日

市　原　伸　一 代表取締役社長 常務取締役管理本部長 平成29年６月27日

②　事業年度中に退任した取締役

氏　　　　名 退　　任　　日 退任事由
退 任 時 の 地 位 ・ 担 当 及 び
重 要 な 兼 職 状 況

元 　 井 　 厚 　 生 平成29年６月27日 任期満了 取締役北海道地区担当
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③　責任限定契約の内容の概要

　当社と各監査等委員は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第

423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

　当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度

額としております。

④　取締役に支払った報酬等の総額

イ．当事業年度に係る報酬等の総額

区　　分 員　　数 報酬等の総額

取　締　役

（監査等委員を除く）
６名   128百万円

取　締　役

（監査等委員）
４名    33百万円（うち社外取締役４名　33百万円）

合　　　計 10名   161百万円（うち社外取締役４名　33百万円）

（注）１．取締役（監査等委員を除く）の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与

は含まれておりません。

２．取締役の報酬限度額は、平成28年６月28日開催の第68回定時株主総会において、取締

役（監査等委員を除く）について年額180百万円以内（ただし、使用人分給与は含まな

い。）、取締役（監査等委員）について年額35百万円以内と決議いただいております。

３．報酬等の総額には、以下のものも含まれております。

・平成30年６月27日開催の第70回定時株主総会において付議いたします役員賞与

取締役（監査等委員を除く）　５名 30百万円

４．当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は５名、取締役（監査等委員）は４

名（うち社外取締役は４名）であります。上記の取締役（監査等委員を除く）の員数

と相違しておりますのは、平成29年６月27日付で退任した取締役１名が含まれている

ためであります。

ロ．当事業年度に支払った役員退職慰労金

　当社は、平成25年６月25日開催の第65回定時株主総会終結の時をも

って取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終

結後引き続いて在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労

金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時

に贈呈することを決議いたしております。

　これに基づき、当事業年度中に退任した取締役に支払った役員退職

慰労金は以下のとおりであります。

・取締役（監査等委員を除く）１名に対し１百万円
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⑤　社外役員に関する事項

イ．他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該法

人等との関係

・取締役（監査等委員）川田譲二氏は、川田譲二公認会計士事務所代

表であります｡当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）田中正和氏は、齋藤正和法律事務所代表であ

ります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）熊木登氏は、公益財団法人日本生産性本部主

席経営コンサルタントであります。当社と兼職先との間には特別の

関係はありません。

ロ．他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況及び当社と当該法

人等との関係

・取締役（監査等委員）田中正和氏は、エコナックホールディングス

株式会社及び伊豆シャボテンリゾート株式会社の社外取締役であり

ます。当社と両兼職先との間には特別の関係はありません。

ハ．当事業年度における主な活動状況

区 分 氏 名 主 な 活 動 内 容

取　締　役

（常勤監査等委員）
福　味　純　一

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員

会14回のすべてに出席し、議案審議等に必要な発言を

適宜行っております。その他に取締役及び事業本部長

で構成されている経営会議に出席しております。ま

た、監査室が実施する内部監査に同行しております。

取　締　役

（監査等委員）
川　田　譲　二

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員

会14回のすべてに出席し、必要に応じ、公認会計士と

しての専門的見地からの発言を行っております。

取　締　役

（監査等委員）
田　中　正　和

当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回出席

し、14回開催された監査等委員会のうち13回出席し、

必要に応じ、弁護士としての専門的見地からの発言を

行っております。

取　締　役

（監査等委員）
熊　木　　　登

当事業年度に開催された取締役会16回及び監査等委員

会14回のすべてに出席し、必要に応じ、経営コンサル

タントとしての専門的見地からの発言を行っておりま

す。
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(3) 会計監査人の状況

①　会計監査人の名称

・新日本有限責任監査法人

②　会計監査人に対する報酬等

イ．当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 35百万円

ロ．当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上

　　の利益の合計額

35百万円

（注）１．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査に対す

る報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分してい

ないため、上記イ．の金額には、これらの合計額を記載しております。

２．監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況

及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証

を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

③　非監査業務の内容

　当社は会計監査人に対して、公認会計士法第２条第１項の業務以外の業

務（非監査業務）である財務調査に関する合意された手続に関する業務の

対価を支払っております。

④　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要が

あると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任

に関する議案の内容を決定いたします。

　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める

項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会

計監査人を解任します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、

解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨

と解任の理由を報告いたします。
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(4) 業務の適正を確保するための体制

　当社は、平成29年６月27日開催の取締役会において、業務の適正を確保す

るための体制の整備に関する基本方針（「内部統制システム構築に関する基

本方針｣）を一部改定する決議をいたしました。

　改定後の当該基本方針の内容は以下のとおりであります。

①　当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する

ことを確保するための体制

イ．当企業集団は、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを

確保するため、「オーテックグループ役職員行動規範」に従い行動する。

ロ．当社は、管理担当役員を委員長とする倫理委員会において、役職員の

日常の行動が法令・定款、社内規程、企業倫理等の社会的規範を遵守し、

適切に行われているか検証する。また、役職員に対する企業倫理及び法

令遵守意識の啓蒙と違法行為の防止及びコンプライアンス活動の推進を

実施する。

②　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

　取締役の職務の執行に係る情報については、株主総会議事録、取締役会

議事録等の法定の文書のほか、経営会議議事録等の職務の執行に係る文書

を、社内規程に従い適切に保存し、管理する。

③　当企業集団の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

イ．当社は、事業上のリスクについて、所定の社内規程及び通達に従い、

迅速かつ適切な情報伝達と管理を行う。また、想定される様々なリスク

に対応するため「リスク管理規程」に基づき、リスク管理体制を強化する。

ロ．当社は、「関係会社管理規程」に基づき子会社に取締役及び使用人を

派遣し、経営内容を的確に把握する体制とする。

④　当企業集団の取締役及び使用人の職務の執行が効率的に行われることを

確保するための体制

イ．当社は、職務の執行の決定が適切かつ機動的に行われるよう、常勤の

取締役及び事業本部長で構成する経営会議において、取締役会での決議

事項以外の重要な職務執行に関して審議及び決定し、実行する。

ロ．当社の事業本部長は、法令・定款、社内規程に従い、担当事業部門を

管掌する。また、事業本部ごとに、業務計画を定め、数値目標を設定し、

定期的に数値目標の達成度を検証するとともに、業務執行の状況を取締

役会へ報告する。

ハ．当社は、業務分掌、職務権限等の社内規程を整備し、各役職者の権限

及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務が行われる体制を構築

する。
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ニ．子会社の職務の執行が効率的に行われることを確保するため「関係会

社管理規程」に基づき、子会社から定期的に報告を受ける。

⑤　当企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ．当社は、「関係会社管理規程」に基づき関係会社に取締役又は使用人

を派遣し、子会社の経営内容を把握するとともに、定期的・継続的に子

会社から報告を受ける体制とする。

ロ．当社の監査室は、「内部監査規程」に基づき、子会社を内部監査の対

象とし、監査の結果については、当社の代表取締役に報告する。

⑥　監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該

使用人に対する指示の実効性確保に関する事項

イ．監査等委員会が職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合は、

その職務を補助するための従業員を置くことができる。

ロ．当該従業員の職務執行の独立性を確保するため、任命・異動・評価・

懲戒については、監査等委員会の同意を得る。

ハ．当該従業員の職務執行は、監査等委員会に係る業務を優先して行う。

⑦　企業集団の取締役・監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた

者が監査等委員会に報告をするための体制

イ．当企業集団の役職員が直接又は間接的に、会社に著しい損害を及ぼす

事実や、法令又は定款に違反する行為を発見したときは、直ちに当社監

査等委員会に報告する。

ロ．当社の監査等委員会へ報告を行った企業集団の役職員に対し、当該報

告をしたことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止する。

ハ．当社の監査等委員は、取締役会、経営会議その他社内の重要な会議に

出席し、経営上の情報について適時報告が受けられる体制とする。また、

監査等委員会が必要と判断したときは、いつでも取締役及び使用人に対

して報告を求めることができる。

⑧　その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

イ．当企業集団の役職員は、当社監査等委員会の要請に応じて必要な報告

及び書類の提供を行う。

ロ．監査等委員会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、

公認会計士その他の外部専門家を独自に起用できる。

ハ．監査等委員会は、内部監査部門からその監査計画及び監査結果につい

て定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めることができる。

ニ．監査等委員の職務の執行について必要な費用の前払又は償還の手続き

その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理については、

職務の遂行に必要ではないと認められた場合を除き、速やかに当該費用
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又は債務処理をする。

⑨　反社会的勢力排除に向けた体制

　当企業集団は、反社会的勢力には毅然とした態度で臨み、不当・不正な

要求に対しては、警察や弁護士等の外部の専門機関と連携し、一切の関係

を遮断する。

⑩　財務報告の信頼性を確保するための体制

　当社は、財務報告の信頼性を確保するため、法令等に従い、財務報告に

係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。
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(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

　業務の適正を確保するための体制の運用状況は以下のとおりであります。

①　内部統制システム全般に対する取組み
　当社は平成29年６月27日開催の取締役会において、「内部統制システ
ム構築に関する基本方針」を改定しております。また、内部統制監査に
よるモニタリングを通じ、法令及び定款違反の発生又は発生のおそれが
ある場合には、厳正な調査を実施して改善・再発防止を図っております。

②　コンプライアンスに対する取組み
　「オーテックグループ役職員行動規範」を配布し、すべての役職員が
基本ルールに則って行動するよう周知徹底を行っております。また、倫
理委員会を開催し、内部通報制度の運用状況の確認と問題の早期発見・
改善に努めております。

③　職務執行の適正性及び職務の執行が効率的に行われることに対する取組み
　定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会のほか、取締
役及び事業本部長で構成する「経営会議」を毎月１回開催し、経営上の
重要事項に関する迅速な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行って
おります。取締役会議事録や重要事項に関する稟議書等の職務執行に関
する情報については、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、適切に
保存及び管理を行っております。

④　損失の危険の管理に対する取組み
　「リスク管理規程」に基づき、取締役会や経営会議においてリスクの
把握と対策を検討し、適切な対応に努めているほか、情報セキュリティ
事故を防止するため、全役職員に「ＰＣ・モバイル利用ハンドブック」
を配布し、対策を強化しております。また、「関係会社管理規程」に基
づき、当社の取締役又は幹部社員を子会社に派遣して業務執行の監督を
行っております。

⑤　監査等委員会の監査が実効的に行われることに対する取組み
　監査等委員は、取締役会、経営会議等の重要な会議への出席を通じ、
取締役から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内
容について監督を行っています。また、監査等委員会は、内部監査部門
が行った監査に関する報告を受けるほか、独自に監査等委員会による監
査を、特に経営層に対して行っています。そのため、内部監査部門及び
会計監査人とは日常的にコミュニケーションを図り、効果的な監査が実
施可能な体制を構築しています。

（注）本事業報告中の記載金額及び株式数は特段の注記がない限り、表示単位未満の端数を切り

捨てて表示しております。また、比率は表示単位未満の端数を四捨五入して表示しており

ます。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成30年３月31日現在）

（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売掛金及び完成工事未収入金

営 業 未 収 入 金

有 価 証 券

商 品

未 成 工 事 支 出 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

リ ー ス 資 産

そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

18,215,072

6,500,728

2,340,205

2,386,032

4,088,633

273,108

500,225

552,124

1,218,354

61,582

160,156

141,357

△7,438

5,266,314

1,770,084

231,858

1,273,365

14,131

183,037

67,692

49,347

36,801

12,545

3,446,883

2,641,649

233,417

573,316

△1,500

流 動 負 債 9,313,346

支 払 手 形 4,515,742

買掛金及び工事未払金 1,785,092

短 期 借 入 金 1,113,888

リ ー ス 債 務 51,408

未 払 法 人 税 等 501,374

未 成 工 事 受 入 金 566,978

賞 与 引 当 金 295,531

役 員 賞 与 引 当 金 41,300

完成工事補償引当金 7,440

工 事 損 失 引 当 金 20,500

そ の 他 414,090

固 定 負 債 648,982

長 期 借 入 金 57,808

リ ー ス 債 務 6,580

繰 延 税 金 負 債 338,043

再評価に係る繰延税金負債 113,798

役員退職慰労引当金 75,885

退職給付に係る負債 7,872

そ の 他 48,994

負 債 合 計 9,962,329

（純資産の部）

株 主 資 本 13,009,138

資 本 金 599,400

資 本 剰 余 金 540,848

利 益 剰 余 金 12,077,101

自 己 株 式 △208,211

その他の包括利益累計額 247,478

その他有価証券評価差額金 593,695

土地再評価差額金 △349,275

退職給付に係る調整累計額 3,057

非 支 配 株 主 持 分 262,440

純 資 産 合 計 13,519,057

資 産 合 計 23,481,386 負 債 純 資 産 合 計 23,481,386
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連 結 損 益 計 算 書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高 22,507,600

売 上 原 価 17,844,745

売 上 総 利 益 4,662,855

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,018,251

営 業 利 益 1,644,603

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,384

受 取 配 当 金 35,103

不 動 産 賃 貸 料 25,054

仕 入 割 引 14,950

販 売 報 奨 金 23,116

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 24,397

そ の 他 15,211 140,218

営 業 外 費 用

支 払 利 息 13,636

不 動 産 賃 貸 費 用 8,803

そ の 他 7,931 30,370

経 常 利 益 1,754,451

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 352

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2 354

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 除 却 損 337

会 員 権 売 却 損 452

会 員 権 評 価 損 250

減 損 損 失 66,972 68,011

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,686,793

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 595,873

法 人 税 等 調 整 額 528 596,402

当 期 純 利 益 1,090,391

非支配株主に帰属する当期純利益 45,457

親会社株主に帰属する当期純利益 1,044,933
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連結株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

平成29年４月１日期首残高 599,400 540,848 11,285,361 △208,211 12,217,399

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △253,194 △253,194

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,044,933 1,044,933

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － － 791,739 － 791,739

平成30年３月31日期末残高 599,400 540,848 12,077,101 △208,211 13,009,138

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株 主 持 分

純資産合計その他有価
証 券 評 価
差 額 金

土地再評価
差 額 金

退職給付に
係 る 調 整
累 計 額

そ の 他 の
包括利益累
計 額 合 計

平成29年４月１日期首残高 431,585 △349,275 △32,415 49,894 218,186 12,485,479

連結会計年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △253,194

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

1,044,933

株主資本以外の項目の連結会
計年度中の変動額(純額)

162,110 － 35,473 197,583 44,254 241,838

連結会計年度中の変動額合計 162,110 － 35,473 197,583 44,254 1,033,577

平成30年３月31日期末残高 593,695 △349,275 3,057 247,478 262,440 13,519,057
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連結注記表

１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の状況

・連結子会社の数　　　　　　　　６社　　フルノ電気工業株式会社

　　　　　株式会社道東オーテック

　　　　　株式会社オーテックサービス北海道

　　　　　株式会社三雄商会

　　　　　株式会社オーテック環境

　　　　　株式会社九州オーテック

 ・非連結子会社の数　　　　　　　２社　　株式会社オーテックサービス東北

　　　　　株式会社オーテックサービス北関東

　 株式会社オーテックサービス東北及び株式会社オーテックサービス北関東は、いずれも

小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純利益（持分に見合う額）及び利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼさないため、連結の

範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用した関連会社の状況

・持分法適用の関連会社数　　　　１社　　株式会社大和バルブ

②　持分法を適用していない非連結子会社の状況

・持分法非適用の非連結子会社数　２社　　株式会社オーテックサービス東北

　　　　　株式会社オーテックサービス北関東

　 株式会社オーテックサービス東北及び株式会社オーテックサービス北関東は、当期純利

益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から

除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないた

め、持分法の適用範囲から除外しております。

③　持分法適用手続きに関する特記事項

　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度

に係る計算書類を使用しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

　すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。
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(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ）有価証券

　・満期保有目的の債券　　　　償却原価法（定額法）

　・その他有価証券

　　時価のあるもの　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純

資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

　　時価のないもの　　　　　総平均法による原価法

ロ）たな卸資産

・商品　　　　　　　　　　　主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・未成工事支出金　　　　　　個別法による原価法

・原材料及び貯蔵品　　　　　原材料

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ）有形固定資産　　　　　　　定率法

　（リース資産を除く）　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法によってお

ります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物及び構築物　　10～47年

ロ）無形固定資産　　　　　　　定額法

　（リース資産を除く）　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内におけ

る利用可能期間（５年）に基づいております。

ハ）リース資産

・所有権移転ファイナン　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方

　　ス・リース取引に係る　　　法を採用しております。

　　リース資産

・所有権移転外ファイナ　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

　　ンス・リース取引に係　　　を採用しております。

　　るリース資産
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③　重要な引当金の計上基準

イ）貸倒引当金　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えて、一般

債権については主として貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等の特定の債権については、個別に回収可能性を吟味

して回収不能見込額を引当計上しております。

ロ）賞与引当金　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結

会計年度に負担すべき額を計上しております。

ハ）役員賞与引当金　　　　　　役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給

見込額に基づき計上しております。

ニ）完成工事補償引当金　　　　完成工事に係る瑕疵担保等の補償費用に備えて、主とし

て実績率による補償見積額を計上しております。

ホ）工事損失引当金　　　　　　手持受注工事の将来の損失に備えて、損失の発生が見込

まれ、かつ金額を合理的に見積ることができる工事につ

いて、損失見積額を計上しております。

ヘ）役員退職慰労引当金　　　　連結子会社の一部は、役員の退職による慰労金の支給に

備えて、連結会計年度末における要支給額を計上してお

ります。

④　その他連結計算書類の作成のための重要な事項

イ）退職給付に係る会計処理　　退職給付に係る負債については、従業員の退職給付に備

　　の方法　　　　　　　　　　えて、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職

給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。

なお、当連結会計年度において認識すべき年金資産が、

退職給付債務を超過する場合には、退職給付に係る資産

として投資その他の資産に計上しております。

　・退職給付見込額の期間　　　当社は、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

　　帰属方法　　　　　　　　　を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。連結子会社は

退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しておりま

す。

　・数理計算上の差異の　　　　数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時

　　費用処理方法　　　　　　　における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数

　　　　　　　　　　　　　　　（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生

の翌連結会計年度から費用処理しております。

　・未認識数理計算上の　　　　未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、

　　差異の会計処理方法　　　　純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付

に係る調整累計額に計上しております。
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ロ）収益及び費用の計上基準

 　完成工事高及び完成工事

　 原価の計上基準

　　・当連結会計年度末までの

　　　進捗部分について成果の

　　　確実性が認められる工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）

　　　・その他の工事　　　　　　工事完成基準

ハ）のれんの償却方法及び償

　　　却期間

５年間の定額法により償却を行っております。

ニ）消費税等の会計処理方法　　税抜方式によっております。

(5) 表示方法の変更

①　連結損益計算書

　前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「販売報奨

金」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記するこ

ととしております。

　なお、前連結会計年度の「販売報奨金」の金額は9,198千円であります。
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２．連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

①　金融機関の借入等に対して担保に供している資産

 イ）担保提供資産

建物及び構築物 37,111千円

土地 91,132千円

計 128,244千円

 ロ）上記に対応する債務

短期借入金 41,888千円

長期借入金 57,808千円

計 99,696千円

②　営業保証金の代用として差入れている資産

現金及び預金 1,500千円

土地 49,087千円

投資有価証券 1,173千円

計 51,760千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,318,094千円

(3) 受取手形裏書譲渡高 150,698千円

(4) 事業用土地の再評価

　当社は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評

価に関する法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業

用の土地の再評価を行い、この評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に

係る繰延税金負債｣として負債の部に計上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣とし

て純資産の部に計上しております。

再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号

に定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、路線価に奥行価

格補正等合理的な調整を行って算出したほか、同条第５号に定める不動産鑑定士による

鑑定評価に時点修正を行って算出しております。

再評価を行った年月日

再評価を行った土地の連結会計年度末

における時価と再評価後の帳簿価額と

の差額

平成14年３月31日

再評価を行った土地の時価が再評価後

の帳簿価額を上回っているため、差額

を記載しておりません。
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３．連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 5,700,000株 －株 －株 5,700,000株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 450,183株 －株 －株 450,183株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①　配当金支払額等

イ）平成29年６月27日開催の第69回定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・配当金の総額 253,194千円

・１株当たり配当額 48円

・基準日 平成29年３月31日

・効力発生日 平成29年６月28日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度にな

るもの

イ）平成30年６月27日開催の第70回定時株主総会において、次のとおり付議いたします。

・配当金の総額 263,743千円

・配当の原資 利益剰余金

・１株当たり配当額 50円

・基準日 平成30年３月31日

・効力発生日 平成30年６月28日
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４．金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①  金融商品に対する取組方針

　　当社グループは、資金運用については、安全性の高い金融資産で運用し、金利動向等を

踏まえながら運用益の最大化を図っております。資金調達については、銀行借入により調

達し、安定的かつ低利な調達を図っております。

②　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

　　営業債権である受取手形、電子記録債権、売掛金及び完成工事未収入金、営業未収入金

は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しましては、当社は債権管理規

程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を

定期的に把握する体制としております。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準

じて、同様の管理を行っております。

　　有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務

上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等

を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

　　営業債務である支払手形、買掛金及び工事未払金は、ほとんどが１年以内の支払期日で

あります。

　　借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、ファ

イナンス・リース取引に係るリース債務は主に設備投資に係る資金調達であります。

　　また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社は月次に資金繰

計画を作成するなどの方法により流動性リスクを管理しております。

③　金融商品の時価等に関する事項についての補足事項

　　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価額がない場合には合理的に

算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでい

るため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。
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(2) 金融商品の時価等に関する事項

　平成30年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品（（注）

２．参照）や子会社株式及び関連会社株式は含めておりません。

連結貸借対照表

計上額(千円)

時価

(千円)

差額

(千円)

(1) 現金及び預金

(2) 受取手形

(3) 電子記録債権

(4) 売掛金及び完成工事未収入金

(5) 営業未収入金

(6) 有価証券及び投資有価証券

6,500,728

2,340,205

2,386,032

4,088,633

273,108

2,880,029

6,500,728

2,340,205

2,386,032

4,088,633

273,108

2,878,735

－

－

－

－

－

△1,294

資産計 18,468,738 18,467,444 △1,294

(7) 支払手形

(8) 買掛金及び工事未払金

(9) 短期借入金

(10)リース債務(流動負債)

(11)未払法人税等

(12)長期借入金(１年内返済予定含む)

(13)リース債務(固定負債)

4,515,742

1,785,092

1,092,000

51,408

501,374

79,696

6,580

4,515,742

1,785,092

1,092,000

51,466

501,374

80,388

6,597

－

－

－

57

－

692

17

負債計 8,031,894 8,032,662 767

(注)１．金融商品の時価の算定方法に関する事項

資　産

(1)現金及び預金、(2)受取手形、(3)電子記録債権、(4)売掛金及び完成工事未収入

金、並びに(5)営業未収入金

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(6)有価証券及び投資有価証券

　これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価

格又は取引金融機関から掲示された価格によっております。
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負　債

(7)支払手形、(8)買掛金及び工事未払金、(9)短期借入金、並びに(11)未払法人税等

　これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似している

ことから、当該帳簿価額によっております。

(10)リース債務(流動負債)、並びに(13)リース債務(固定負債)

　これらの時価については、元利金の合計額を同様のリース取引を行った場合に

想定される利率で割り引いた現在価値によっております。

(12)長期借入金（１年内返済予定含む）

　長期借入金（１年内返済予定含む）の時価については、元利金の合計額を同様

の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によってお

ります。

２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額(千円)

　非上場株式 　　　　　　　　　　　　　　55,360

　これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められる

ことから、「(6)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。
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５．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,525円16銭

(2) １株当たり当期純利益 199円04銭

（注）１．１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、表示単位未満の端数を四捨五入

して表示しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額 13,519,057千円

純資産の部の合計額から控除する金額 262,440千円

（うち非支配株主持分） (262,440千円)

普通株式に係る期末の純資産額 13,256,617千円

１株当たりの純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数
5,249,817株

４．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

親会社株主に帰属する当期純利益 1,044,933千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る親会社株主に帰属する

当期純利益
1,044,933千円

期中平均株式数 5,249,817株

６．重要な後発事象に関する注記

　　該当事項はありません。

７．その他の注記

(1) 当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権

　　当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもっ

て決済処理をしております。なお、当連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次

の当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権が期末残高に含まれております。

受取手形 191,802千円

電子記録債権 138,658千円

支払手形 490,357千円

(2) 記載金額及び株式数は特段の注記がない限り、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。
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貸　借　対　照　表

（平成30年３月31日現在）
（単位：千円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（資産の部） （負債の部）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受 取 手 形

電 子 記 録 債 権

売 掛 金

完 成 工 事 未 収 入 金

営 業 未 収 入 金

有 価 証 券

商 品

未 成 工 事 支 出 金

原 材 料 及 び 貯 蔵 品

前 払 費 用

繰 延 税 金 資 産

未 収 入 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

工具、器具及び備品

土 地

リ ー ス 資 産

建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産

ソ フ ト ウ ェ ア

リ ー ス 資 産

電 話 加 入 権

投資その他の資産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

出 資 金

破 産 更 生 債 権 等

前 払 年 金 費 用

投 資 不 動 産

敷 金 及 び 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

16,689,797

5,569,851

2,220,784

2,338,878

1,666,324

2,090,257

264,831

500,215

484,690

1,213,455

43,596

115,017

149,643

904

32,206

△861

4,917,033

1,599,002

189,953

1,512

37,246

17,838

1,155,283

14,131

183,037

47,794

512

36,801

10,480

3,270,236

2,342,899

263,176

130

2,208

226,065

6,935

277,683

152,637

△1,500

流 動 負 債 8,649,322

支 払 手 形 4,315,600

買 掛 金 819,160

工 事 未 払 金 811,524

短 期 借 入 金 940,000

リ ー ス 債 務 51,408

未 払 金 215,330

未 払 費 用 74,809

未 払 法 人 税 等 456,757

未 払 消 費 税 等 11,704

未 成 工 事 受 入 金 558,867

預 り 金 51,990

賞 与 引 当 金 285,000

役 員 賞 与 引 当 金 30,000

完成工事補償引当金 5,440

工 事 損 失 引 当 金 20,500

そ の 他 1,228

固 定 負 債 473,040

リ ー ス 債 務 6,580

長 期 未 払 金 40,162

繰 延 税 金 負 債 302,826

再評価に係る繰延税金負債 113,798

そ の 他 9,672

負 債 合 計 9,122,362

（純資産の部）

株 主 資 本 12,271,408

資 本 金 599,400

資 本 剰 余 金 553,984

資 本 準 備 金 525,000

そ の 他 資 本 剰 余 金 28,984

利 益 剰 余 金 11,320,437

利 益 準 備 金 149,850

そ の 他 利 益 剰 余 金 11,170,587

固定資産圧縮積立金 120,829

別 途 積 立 金 9,100,000

繰 越 利 益 剰 余 金 1,949,758

自 己 株 式 △202,414

評価・換算差額等 213,060

その他有価証券評価差額金 562,335

土地再評価差額金 △349,275

純 資 産 合 計 12,484,468

資 産 合 計 21,606,830 負 債 純 資 産 合 計 21,606,830
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損　益　計　算　書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

科 目 金 額

売 上 高

商 品 売 上 高 8,794,438

完 成 工 事 高 11,328,640 20,123,079

売 上 原 価

商 品 売 上 原 価 7,746,270

完 成 工 事 原 価 8,356,016 16,102,287

売 上 総 利 益 4,020,791

販売費及び一般管理費 2,565,988

営 業 利 益 1,454,802

営 業 外 収 益

受 取 利 息 2,338

受 取 配 当 金 37,117

不 動 産 賃 貸 料 27,678

仕 入 割 引 14,950

販 売 報 奨 金 22,273

そ の 他 2,929 107,287

営 業 外 費 用

支 払 利 息 11,766

不 動 産 賃 貸 費 用 9,403

そ の 他 6,225 27,395

経 常 利 益 1,534,694

特 別 利 益

固 定 資 産 売 却 益 77

投 資 有 価 証 券 売 却 益 2 79

特 別 損 失

固 定 資 産 売 却 除 却 損 336

会 員 権 売 却 損 452

減 損 損 失 66,972 67,761

税 引 前 当 期 純 利 益 1,467,013

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 523,000

法 人 税 等 調 整 額 △24,206 498,793

当 期 純 利 益 968,220
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株主資本等変動計算書

（平成29年４月１日から
平成30年３月31日まで）

（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資本準備金

その他資本
剰 余 金

利益準備金

その他利益剰余金

固定資産
圧 縮
積 立 金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

平成29年4月1日期首残高 599,400 525,000 28,984 149,850 122,837 8,300,000 2,032,724 △202,414 11,556,382

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △253,194 △253,194

別途積立金の積立 800,000 △800,000 －

当 期 純 利 益 968,220 968,220

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

△2,007 2,007 －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 － － － － △2,007 800,000 △82,966 － 715,026

平成30年3月31日期末残高 599,400 525,000 28,984 149,850 120,829 9,100,000 1,949,758 △202,414 12,271,408

評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金

土 地 再 評 価
差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

平成29年4月1日期首残高 411,786 △349,275 62,511 11,618,893

事業年度中の変動額

剰 余 金 の 配 当 △253,194

別途積立金の積立 －

当 期 純 利 益 968,220

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩

－

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

150,548 － 150,548 150,548

事業年度中の変動額合計 150,548 － 150,548 865,574

平成30年3月31日期末残高 562,335 △349,275 213,060 12,484,468
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個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

 イ） 満期保有目的の債券　　　　　　　償却原価法（定額法）

 ロ） 子会社株式及び関連会社株式　　　総平均法による原価法

 ハ） その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）

時価のないもの　　　　　　　　総平均法による原価法

②　たな卸資産

 イ） 商品

管材事業部門　　　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

システム事業部門　　　　　　　移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

環境機器事業部門　　　　　　　総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性

の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

 ロ） 未成工事支出金　　　　　　　　　個別法による原価法

 ハ） 原材料及び貯蔵品　　　　　　　　原材料

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の

低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

貯蔵品

最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算

定）
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(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産　　　　　　　　　　　定率法

　 (リース資産を除く) 　　　　　　　　ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（建

物附属設備を除く）並びに平成28年４月１日以降

に取得した建物附属設備及び構築物については、

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

　建物　　　　10年～47年

　車両運搬具　４年～６年

②　無形固定資産　　　　　　　　　　　定額法

　（リース資産を除く）　　　　　　　　なお、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（５年）に基づいておりま

す。

③　リース資産

 イ） 所有権移転ファイナン　　　　　　自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同

　　ス・リース取引に係る　　　　　　一の方法を採用しております。

　　リース資産

 ロ） 所有権移転外ファイナ　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

　　ンス・リース取引に係　　　　　　定額法を採用しております。

　　るリース資産

(3) 引当金の計上基準

①　貸倒引当金　　　　　　　　　　　　売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えて、

一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等の特定の債権については、個別に回収可能

性を吟味して回収不能見込額を引当計上しており

ます。

②　賞与引当金　　　　　　　　　　　　従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上しております。

③　役員賞与引当金　　　　　　　　　　役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支

給見込額に基づき計上しております。

④　完成工事補償引当金　　　　　　　　完成工事に係る瑕疵担保等の補償費用に備えて、

実績率による補償見積額を計上しております。

⑤　工事損失引当金　　　　　　　　　　手持受注工事の将来の損失に備えて、損失の発生

が見込まれ、かつ金額を合理的に見積ることがで

きる工事について、損失見積額を計上しておりま

す。
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⑥　退職給付引当金　　　　　　　　　　従業員の退職金の支給に備えて、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き計上しております。なお、当事業年度において

認識すべき年金資産が、退職給付債務から数理計

算上の差異等を控除した額を超過する場合には、

前払年金費用として投資その他の資産に計上して

おります。

 イ） 退職給付見込額の期間　　　　　　退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を

　　　帰属方法　　　　　　　　　　　　当事業年度末までの期間に帰属させる方法につい

ては、給付算定式基準によっております。

 ロ） 数理計算上の差異の費用　　　　　数理計算上の差異については、各事業年度の発生

　　　処理方法　　　　　　　　　　　　時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数（10年）による定額法により按分した額を

それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しており

ます。

(4) 収益及び費用の計上基準

①　完成工事高及び完成工事原価の

　　計上基準

 イ） 当事業年度末までの進捗部分に

　　  ついて成果の確実性が認められ

      る工事

 ロ） その他の工事

工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例

法）

工事完成基準

(5) その他計算書類の作成のための基本

　  となる重要な事項

①　消費税等の会計処理方法　　　　　　税抜方式によっております。

②　退職給付に係る会計処理方法　　　　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理

額の会計処理の方法は、連結計算書類における会

計処理の方法と異なっております。
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(6) 表示方法の変更

①　損益計算書

　前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「販売報奨金」

は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとし

ております。

　なお、前事業年度の「販売報奨金」の金額は8,603千円であります。

　前事業年度において、独立掲記しておりました「売上割引」は、営業外費用の総額の

100分の10以下となったため、当事業年度より「営業外費用」の「その他」に含めており

ます。

　なお、当事業年度の「その他」に含まれている「売上割引」の金額は2,516千円であり

ます。
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２．貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

　営業保証金の代用として差入れている資産

土地 49,087千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 1,052,384千円

(3) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

①　短期金銭債権 207,205千円

②　短期金銭債務 837,216千円

③　長期金銭債務 840千円

(4) 事業用土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関す

る法律の一部を改正する法律（平成11年３月31日公布法律第24号）に基づき、事業用の土地

の再評価を行い、この評価差額のうち、当該評価差額に係る税金相当額を｢再評価に係る繰延

税金負債｣として負債の部に計上し、これを控除した金額を｢土地再評価差額金｣として純資産

の部に計上しております。

　再評価の方法

　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３月31日公布政令第119号）第２条第４号に

定める地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額に基づいて、路線価に奥行価格補

正等合理的な調整を行って算出したほか、同条第５号に定める不動産鑑定士による鑑定評

価に時点修正を行って算出しております。

再評価を行った年月日

再評価を行った土地の事業年度末にお

ける時価と再評価後の帳簿価額との差

額

平成14年３月31日

再評価を行った土地の時価が再評価後

の帳簿価額を上回っているため、差額

を記載しておりません。

３．損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

①　売上高 304,568千円

②　仕入高 1,708,164千円

③　販売費及び一般管理費 1,310千円

④　営業取引以外の取引高 8,528千円

４．株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 425,121株 －株 －株 425,121株
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５．税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　賞与引当金 87,210千円

　減価償却の償却超過額 40,097千円

　未払事業税 25,551千円

　会員権評価損 18,809千円

　その他 72,507千円

繰延税金資産 小計 244,175千円

評価性引当額 △32,017千円

繰延税金資産 合計 212,158千円

繰延税金負債

　その他有価証券評価差額金 △242,889千円

　退職給付引当金 △69,176千円

　固定資産圧縮積立金 △53,276千円

繰延税金負債 合計 △365,341千円

繰延税金資産の純額 △153,182千円

６．関連当事者との取引に関する注記

(1) 親会社及び法人主要株主等

種類
会社等
の名称

又は氏名
所在地

資本金又
は出資金
(千円)

事業の
内容

又は職業

議決権等の
被所有割合

(％)

関連当
事者と
の関係

取引の
内容

取引
金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)

その他の
関係会社

ＪＦＥ
継手株
式会社

大阪府
岸和田市

958,950
継手製造
販売

直接
19.8

商品の
仕入
役員の
転籍１名

管工機材
商品の購入

1,172,330
支払手形

買掛金

609,765

76,472

（注）１．取引条件及び取引条件の決定方針等
一般取引先と同様に決定しております。

２．取引金額には、消費税等は含まれておりません。
３．ＪＦＥ継手株式会社は、所有している当社の株式1,046千株のうち1,005千株を株式

会社りそな銀行に退職給付信託として拠出しており、株式会社りそな銀行は日本ト
ラスティ・サービス信託銀行株式会社に再信託しております。信託契約上、議決権
の行使については、ＪＦＥ継手株式会社が指図権を留保しております。
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７．１株当たり情報に関する注記

(1) １株当たり純資産額 2,366円78銭

(2) １株当たり当期純利益 183円55銭

（注）１．１株当たり純資産額及び１株当たり当期純利益は、表示単位未満の端数を四捨五入

して表示しております。

２．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

３．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

純資産の部の合計額 12,484,468千円

純資産の部の合計額から控除する金額 －

普通株式に係る期末の純資産額 12,484,468千円

１株当たりの純資産額の算定に用いら

れた期末の普通株式の数
5,274,879株

　　　４．１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

当期純利益 968,220千円

普通株主に帰属しない金額 －

普通株式に係る当期純利益 968,220千円

期中平均株式数 5,274,879株

８．重要な後発事象に関する注記

　該当事項はありません。

９．その他の注記

(1) 期末日満期手形及び電子記録債権

　　期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、手形交換日をもって決済処理を

しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形

及び電子記録債権が期末残高に含まれております。

受取手形 155,602千円

電子記録債権 138,658千円

支払手形 484,015千円

(2) 記載金額及び株式数は特段の注記がない限り、表示単位未満の端数を切り捨てて表示して

おります。
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

株　式　会　社　オ　ー　テ　ッ　ク
　　取　締　役　会　　　　御　 中

新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 板 谷 秀 穂

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 澤 部 直 彦

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社オーテック
の平成29年４月１日から平成30年３月31日までの連結会計年度の連結計算書
類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書
及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不
正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれ
る。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に
おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかにつ
いて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施
することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する
ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び
適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのも
のではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切
な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内
部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用
方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計
算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認
められる企業会計の基準に準拠して、株式会社オーテック及び連結子会社から
なる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべて
の重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書
平成30年５月18日

株　式　会　社　オ　ー　テ　ッ　ク
　　取　締　役　会　　　御　　中

新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 板 谷 秀 穂

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員

公認会計士 澤 部 直 彦

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社オー
テックの平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第70期事業年度の計
算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ
る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を
整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か
ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査
法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要
な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査
証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ
り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に
ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその
附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検
討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと
判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般
に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附
属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により
記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査等委員会の監査報告書

監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、平成29年４月１日から平成30年３月31日までの第70期

事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法

及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容

　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項

に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制

（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用

の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見表明

をするとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方

針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な

会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事

項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲

覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査し

ました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と

意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報

告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施してい

るかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行

状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、

会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するため

の体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関す

る品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って

整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細

書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別

注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結

損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討い

たしました。

２．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況

を正しく示しているものと認めます。

二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違

反する重大な事実は認められません。
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三　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認

めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容

及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められま

せん。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であ

ると認めます。

平成30年５月28日

株式会社オーテック　監査等委員会

常勤監査等委員 福 味 純 一

監査等委員 川 田 譲 二

監査等委員 田 中 正 和

監査等委員 熊 木 　 登

 （注）監査等委員福味純一、川田譲二、田中正和及び熊木登の４氏は、会社法第２条

第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であります。

以　上
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　 剰余金の処分の件

　当事業年度の業績、将来の事業展開と経営基盤の強化、安定配当の維持等

を勘案して、以下のとおり当期の期末配当及びその他の剰余金の処分をさせ

ていただきたいと存じます。

１．期末配当に関する事項

　当期の期末配当につきましては、普通配当48円に記念配当（設立70周年記

念）２円を加え、１株につき50円とさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金50円とさせていただきたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は263,743,950円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年６月28日といたしたいと存じます。

２．その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金　　　　800,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金　　800,000,000円
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第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名全

員は任期満了となり、取締役神馬貢一郎氏は取締役を退任されます。

つきましては、経営体制の効率化のため１名減員し、取締役（監査等委員であ

る取締役を除く。）４名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者

について適任であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

いち

市
はら

原
しん

伸
いち

一

（昭和36年４月12日生）

昭和55年４月　当社　　入社

平成10年４月　当社　　システム事業本部東関

東支店長

平成19年４月　当社　　システム事業本部東京

支店長

平成23年６月　当社　　取締役システム事業本

部東京支店長

平成25年４月　当社　　取締役システム事業本

部東京支店長兼横浜・

東関東地区担当

平成26年４月　当社　　取締役管理本部長

平成27年４月　当社　　取締役管理本部長兼Ｏ

Ａ情報部長

平成27年６月　当社　　常務取締役管理本部長

兼ＯＡ情報部長

平成29年４月　当社　　常務取締役管理本部長

平成29年６月　当社　　代表取締役社長（現任）

12,400株

【取締役候補者とした理由】

市原伸一氏は、平成23年から当社の取締役として、また、平成29年からは当社の代表取

締役社長として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしてい

ることから、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

２

ひき

曳
ぬま

沼
ひろ

宏
ゆき

之

（昭和36年１月24日生）

昭和54年４月　当社　　入社

平成20年４月　当社　　システム事業本部中部

支店長

平成23年６月　当社　　取締役システム事業本

部中部支店長

平成25年４月　当社　　取締役システム事業副

本部長

平成27年４月　当社　　取締役システム事業本

部長兼環境機器事業本

部長

平成28年６月　当社　　常務取締役システム事

業本部長兼環境機器事

業本部長

平成29年４月　当社　　常務取締役管材事業本

部・システム事業本部

統括（現任）

13,900株

【取締役候補者とした理由】

曳沼宏之氏は、当社のシステム事業部門における豊富な経験と実績に加え、平成23年か

ら当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能力を有していることから、同氏を引

き続き取締役候補者といたしました。

３

よこ

横
ぼり

堀
じゅん

純
いち

一

（昭和32年２月18日生）

昭和56年４月　山武ハネウエル株式会社（現　

アズビル株式会社）入社

平成14年12月　同社　　東関東支店　ソリュー

ション営業部　部長

平成25年４月　同社　　東京本店　計装営業４

部　部長

平成25年10月　当社　　入社

平成26年４月　当社　　システム事業本部　営

業統括部長

平成27年４月　当社　　システム事業副本部長

平成27年６月　当社　　取締役システム事業副

本部長

平成29年４月　当社　　取締役システム事業本

部長兼環境機器事業本

部長（現任）

1,800株

【取締役候補者とした理由】

横堀純一氏は、アズビル株式会社において営業部門に従事し、豊富な経験と実績に加

え、平成27年から当社の取締役として経営に携わり、高い見識と能力を有していること

から、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

４

きた

北
がわ

川
ひで

秀
のり

法

（昭和34年２月23日生）

昭和56年４月　当社　　入社

平成19年４月　当社　　管材事業本部東京支店

長

平成25年４月　当社　　管材事業本部営業推進

部長

平成27年４月　当社　　管材事業本部東京支店

長

平成28年４月　当社　　管材事業本部長兼営業

推進部長

平成28年６月　当社　　取締役管材事業本部長

兼営業推進部長（現任）

8,300株

【取締役候補者とした理由】

北川秀法氏は、管材事業部門における豊富な経験と実績に加え、平成28年から当社の取

締役として経営に携わり、高い見識と能力を有していることから、同氏を引き続き取締

役候補者といたしました。

（注）各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
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第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役４名全員は任期満了となり、

監査等委員である取締役福味純一、田中正和の両氏は監査等委員である取締役を

退任されます。

つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いいたしたいと存じ

ます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

１

※
ふく

福
だ

田
つね

恒
お

夫

（昭和32年９月13日生）

昭和55年４月　日本鋼管株式会社（現　ＪＦＥ

スチール株式会社）　

入社

平成22年４月　ＪＦＥ継手株式会社　監査役

平成24年４月　同社　　取締役　業務部　担当

平成26年６月　丸昌工業株式会社　代表取締役

社長

平成28年６月　ＪＦＥ継手株式会社　取締役　

製造部・業務推進部・

川崎製造所　担当

平成30年４月　同社　　常任顧問（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】

福田恒夫氏は、当社の関係会社であるＪＦＥ継手株式会社にて培ってきた経験や実績、

幅広い知識と見識を、当社の監査に反映していただけるものと判断したため、同氏を社

外取締役候補者といたしました。

２

かわ

川
だ

田
じょう

譲
じ

二

（昭和30年３月13日生）

昭和56年10月　プライスウォーターハウス東京

事務所　入所

昭和61年４月　公認会計士登録

平成12年４月　中央青山監査法人（現　ＰｗＣ

あらた有限責任監査法

人）へ移籍

平成19年10月　新日本監査法人（現　新日本有限

責任監査法人）へ移籍

平成22年６月　川田譲二公認会計士事務所開設

同事務所代表（現任）

平成23年６月　当社　　社外監査役

平成28年６月　当社　　社外取締役［監査等委

員］（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】

川田譲二氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を有しており、専門

的見地から社外取締役としての役割を果たすことが期待できるものと判断したため、同

氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は過去に会社経営に直接関

与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂

行することができるものと判断いたしました。
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候補者
番　号

ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

略歴、当社における地位及び担当
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当社株式の数

３

くま

熊
き

木
 

　
のぼる

登

（昭和33年６月24日生）

昭和57年４月　日産自動車株式会社　入社

平成10年４月　財団法人社会経済生産性本部

（現　公益財団法人日

本生産性本部）入職

経営コンサルタント

平成21年４月　同財団　主席経営コンサルタン

ト（現任）

平成26年６月　当社　　社外取締役

平成28年６月　当社　　社外取締役［監査等委

員］（現任）

－株

【社外取締役候補者とした理由】

熊木登氏は、経営コンサルタントとしての豊富な経験と高い見識から、社外取締役とし

ての職務を適切に遂行することができるものと判断したため、同氏を引き続き社外取締

役候補者といたしました。なお、同氏は過去に会社経営に直接関与された経験はありま

せんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるも

のと判断いたしました。

（注）１．各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

２．※印は新任の監査等委員である取締役候補者であります。

３．福田恒夫、川田譲二及び熊木登の３氏は、社外取締役候補者であります。

４．川田譲二、熊木登の両氏は、現在当社の社外取締役であります。川田譲二氏の監査

等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となり

ます。また、熊木登氏の監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会

終結の時をもって２年となり、社外取締役としての在任期間は監査等委員会設置会

社に移行前の期間を含めて４年となります。

５．当社は、川田譲二、熊木登の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、

同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として同法第423条第１項の損害

賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、両氏との

当該契約を継続する予定であります。また、福田恒夫氏の選任が承認された場合、

同内容の責任限定契約を締結する予定であります。

６．当社は、川田譲二、熊木登の両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、

川田譲二、熊木登の両氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であ

ります。

＜ご参考＞社外役員の独立性判断基準

　当社は、社外役員又は社外役員候補者が、次の各項目のいずれにも該当しない場合に、

独立性を有しているものと判断します。

１．当社を主要な取引先とする者（注１）又はその業務執行者（注２）

２．当社の主要な取引先（注３）又はその業務執行者
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３．当社から役員報酬以外に多額（注４）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、

会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場

合は、当該団体に所属する者をいう。）

４．当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合は、当該法人の業務執行者）

５．社外役員の相互就任の関係にある先の出身者

６．当社から多額の寄付を受けている者又はその業務執行者

７．過去に、上記１から４に該当していた者

８．次の(1)から(4)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く（注５））の近親者

（注６）

(1) 上記１から６に掲げる者

(2) 当社の子会社の業務執行者

(3) 当社の子会社の業務執行者でない役員

(4) 過去に、上記(1)から(3)又は当社の業務執行者に該当していた者

（注１）当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売

上高の２％以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。

（注２）業務執行者とは、業務執行役員、執行役又は支配人、その他の使用人をいう。

（注３）当社の主要な取引先とは、過去３事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の

２％以上の支払いを当社に行っている者、過去３事業年度の平均で、当社の連

結総資産の２％以上の額を当社に融資している者をいう。

（注４）多額とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、

組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高若しくは総収入の２％を超える

ことをいう。

（注５）重要でない者とは、役員及び部長職以上の管理職にある者以外をいう。

（注６）近親者とは、配偶者及び二親等以内の親族をいう。
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第４号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め

補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。

本選任につきましては、監査等委員である取締役就任前に限り、監査等委員会

の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさ

せていただきます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
ふ

氏
り

　
が

　
な

名
（生年月日）

 略　　　　　　　　　　　　　　　　　歴
（ 重 要 な 兼 職 の 状 況 ）

所 有 す る
当 社 株 式 の 数

やま

山
だ

田
ひと

仁
み

美

（昭和37年１月19日生）

昭和59年４月　ＴＤＫ株式会社　入社

平成２年10月　青山監査法人（現　ＰｗＣあらた有限

責任監査法人）入所

平成６年８月　公認会計士登録

平成19年７月　山田仁美公認会計士事務所　開設

同事務所代表（現任）

－株

【補欠の社外取締役候補者とした理由】

山田仁美氏は、公認会計士として財務及び会計に関する高度な知識を当社の監査体制に反映し

ていただくことを期待できるものと判断したため、同氏を補欠の社外取締役候補者といたしま

した。なお、同氏は過去に会社経営に直接関与された経験はありませんが、上記の理由により、

社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。

（注）１．候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

２．山田仁美氏は、補欠の社外取締役候補者であります。

３．山田仁美氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社

法第427条第１項の規定に基づき、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限

度として同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり

ます。

４．山田仁美氏が社外取締役に就任した場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づ

く独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
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第５号議案　役員賞与支給の件

　当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名に対し、

従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案し、総額30,000千円の役員賞与を支

給させていただきたいと存じます。

　監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の役員賞与に関

して、当事業年度における業務執行状況及び業績等を評価したうえで、妥当であ

ると判断しております。

　なお、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対する金額につきまし

ては、取締役会にご一任願いたいと存じます。

以　上
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株主総会会場ご案内図

会　場　東京都江東区東陽六丁目３番３号

ホテル　イースト21東京　３階　永代の間

電　話　03（5683）5683（代表）

交　通　東京メトロ東西線　東陽町駅（１番出口）より徒歩約７分

東京メトロ半蔵門線・都営地下鉄新宿線　住吉駅（Ａ３出口）より

都営バス＜東22＞で約10分　豊住橋(東京イースト21)下車

JR総武線　錦糸町駅（南口）より

都営バス＜東22＞で約15分　豊住橋(東京イースト21)下車


